
―,鷲_
.`●●1
_■ ,I社協

＼

コ
■■

饒
罐:||:.

櫃

「人生100年時代」の到来が現実的となつてきている中、単身高齢者世帯数も増カロしており、

最期まで自分らしい人生を送るための準備として、「終活」はとても重要視されています。

しかし実際には、「終活を始めた方がいいかな」と思いつつも、「まだ急いで準備する必要はな

い」と先送りしたり、「縁起でもないから親族に相談しづらい」と二の足を踏まれる方もいらつしゃ

います。

福岡市社協では、これからの人生をより良くするために、終活サポートセンターによる終活

相談をはじめ、ご高齢の方や身寄りのない方等の生活を支えるさまざまな取組みを行なつて

います。まずはお気軽にご相談ください。

自分らしい人生を実現するための一歩を踏み出してみませんか。
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城南公民館 (城南区)では、公民館を利用している方たちに、公民館の講座に関する事前
アンケートを行なったところ、終活への関心が高い結果になりました。そこで、住民が終活を

より身近に考えられる機会を提供できないかという想いから、カードゲームを活用した内容の

終活出前講座を本会に依頼されました。

講座当日は、カードゲームを通じてそれぞれに「自分が大切にしていること」を確認していた

だいた後、本会職員よりエンディングノートの話をさせていただきました。参カロ者からは「自分

が大切にしていることを知った上で『まずはその部分からノートを書き始めてみても良いのでは』

と案内してもらえたことで、終活に取り組みやす<なった」という感想をいただきました。

一人ひとりがこれからの人生をより良く、最期まで自分らしく生きられる社会を目指して、

今後も地域の方々と一緒に終活の啓発活動に取り組んでいきたいと考えています。

公751■1121 FA文 75171509

〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ4階

t'RL https://fukuoka‐ shakyc)lor,ip

Eメール sohmu@fukuoka‐ shakyo.or.ip

社会福祉
法  人
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終活について、「まだまだ先の話」、「家族がいるので自分に

は関係ない」と思つており、必要性を感じていない。

「終活を始めたい」けれど、何からどう手をつけたら良い

のかわからず進められない。

′

熙顧願■鴫

|

福
岡
市
社
協

由
Ｌ
「

目

彗
目
諄

薔

藤
駐
「

壼
目
〓
覆

壼
彗
饉

Ｅ
Ｅ
ヨ
麗

騒
種
曇
目

菫
薔
選
遷
目
機

薗
題
目

Ｅ
田

行
な
っ
て
い
ま
す

ヽ
「
Ｉ
Ｊ

Ｆ
Ｌ

♂

身寄りがないため、入院や施設入所時、また死亡時等に

手続きをお願いできる親族がおらず、将来どうなるのか不安。

今は自分がひきこもりや障がいのある子の支援ができて

いるが、自分がいなくなつた後、子が日常生活に困らないか

が心配。
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判断能力が低下し、日々の支払いや財産の管理、各種手続

きや契約ごとにおいて、自身での正しい理解や判断ができな

くなつた場合に、誰がどのように支援してくれるのか不安。

子どもの独立、配偶者の他界、親の介護が必要になったな

ど、ライフステージの変化に伴い、住み替えが必要となつた

時、住居を借りることができるのか不安。また、孤独死など

もノい酉己。

親が施設への入所や他界、子どもの巣立ちなどにより、誰

も住まな<なつた家の管理をどうしたらよいかわからない。

空家にすることで衛生面や防犯面も心配だけど、思い出

の詰まつた家を空家にしたくはない。
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終活に関する様々なご相談を受け、情報提供や予約制で

の個別面談を行ないます。
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ふれあいサロンや地域カフェなど、皆さまがお集まりの

場で終活についてお話しします。

し

令和 5年度セミナーの様子>

【お問合せ】1終‐活サポートセンタ‐ TEL:40参椰0霧辱8「AX.:406‐110169

生前の契約により、身寄りのない方等の葬儀・納骨 。家財処分

などを行ないます。

ひきこもりの子や障がい等がある子の「親なき後の生活」を、
“生活費の確保"と 日常生活の伴走"の両面で支援します。

【お問合せ】終活サポートセンター TEL:406‐0168 FAX:406‐0169

認知症や知的障がい,精神障がい等で在宅生活に不安がある方の権利を
擁護することを目的に,住み慣れた地域で安心 して生活できるよう、福祉
サービスの利用援助や日常の金銭管理等をお手伝いしています。
ご利用については、お住まいの地域の区社協事務所にご相談ください。

主に日常生活自立支援事業の利用者等を対象者として、親族や専門職に

よる後見人等が得られにくい方に対して、本会が法人として成年後見人等
に就任します。

蠅蜃凩炒ポ吻簸炒亘隧目瞑遅颯靡躙躙靡鰈隋鰈躙晰隋隕隋隋鰈痣巫隕鰈躙躙鰊 1陽 ||lilllll111111:|

認知症等により判断能力が低下した場合、ご本人の権利を法的に守るの
が「成年後見制度」です。本会は、福岡市から「福岡市成年後見推進センター」
の運営を受託し、成年後見制度の概要や利用方法等について市民や相談支援
機関等の皆さまからのご相談をお受けしています。

【お鐵禽鸞機福岡市成年後魔纏隧斃ン
『
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住み替えでお困りの 65歳以上の方や障がいのある方を対象に、「住まい」と「住まい方」につい
て一緒に考え、一人ひとりに最適な住まいを見つけるサポートをします。

空家を提供したい方と空家で福祉活動をしたい方とのマッチングを行
ないます。専門家からなる一般社団法人古家空家調査連絡会と協働し、

専門家がワンス トップで対応できる仕組みを運営しています。

【お問合せ】住まい・まちづくリセンター TEL:720‐5356

)

令和6年度 第 2回終活応援セミナー編岡市委託事業)
12月 12日 (木)13:30～ 16:00 場所 :天神ビル
詳しくは本会ホームページをご覧<ださい | 昴

FAX:751‐ 1509

蛹

FAX:406‐ 0169しん生活支援センター【お問合せ】 75あん 1‐4338TEL



本会がお預かりした寄付金は、寄付者のこ希望に基づき、

本会事業の推進等に大切に使わせていただきます。

寄付者 (令和6年 6月 ～令和6年 8月 )(五十音順)
※「寄付つき商品事業」覚書締結企業様

(このほか、匿名等で多くのご寄付をいただきました )

露‐繭議38率 e薔金麟菫薔1麟:決する

福露市社会福祉協議会

【饉露機欝封者纂纂]
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生活の危機にある人やこどもたちを

一人でも多く救うために、

あなたもF毎滝の寄付嚢'」 :こなりませんか。

居倉 明子 様
上田 嘉代 様
上田 秀幸 様
王 神 様

大楠 泰弘 様
倉住 翔太 様

中村 照
郡嶋 かおる 様

フミヱ

株式会社あおやぎ 楠会館 様

株式会社あおやぎ なでしこ会食官様

株式会社Q〒 net様※
株式会社ライフエッジ 様※

三和空調株式会社 様

しらはと会 様

日蓮宗 本興寺 様
ひびしん同友会 様

最近よく耳にする「終活」ですが、一□に「終活」といっても身辺整理から遺言書等の作成、お葬式やお墓

の決定、認知症対策まで内容はさまざまです。本書では、ふと先々のことが気になったときに、その後も安心

して長生きするための準備として役立つ終活全般の知識を分かりやすく解説します。貸出をご希望の方は、市民

福祉プラザ2階の福祉図書・情報室までお越しください0 【お問合せ〕福祉図書・情報室 窒731‐ 2946
_ヽ___
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最初に読む
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日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償′′

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されたことに伴い、「特定感染症重点プラン」を廃止して2つのプランとします。

令和 6年度

落[:晶バンフレット|よ

コチラから 〉
(ふくしの保険ホームページ)

体割引
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◇基本プランでは地震。噴火。津波に起因する死傷は補償されません。

0年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。

0中途脱退による保険料の返金はありません。

◇中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。

◇ご加入は、お1人につきいずれかのプラン1回のみとなります。

(傷害保険、賠償貢任保険、約定履行費用保険 (オブシ∃ン))

取扱燿 店 株 式 会 社 福 祉 保 険 サ ー ビ ス
〒100-0013東 京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
丁EL:03(3581)4667
受付時間 :平日の 9:30～ 17:30(土 日・祝日、年末年始を除きます。)

|:)も ｀ り

お 、 年 5 8

(傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険) (傷害保険)

団朧約者 社会福祉法人全国社会福祉協議会
(慰屡彗霧〉損害保険ジャバン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

丁EL:03(3349)5137
受付時間 :平日の9:00～ 17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)
この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

プラン

死亡保険金 1,040万円
後遺障害保険金 1,040万円(限度額)
入院保険金日額 6,500円

入院中の手術 65,000円手術

保険金 外来の手術 32,500円
通院保険金日額 4,000円

特定感染症 補償開始日から補償(*)

地震・噴大・津波による死傷 × ○

賠償責任保険金
(対人・対物共通)

5億円(限度額)

500

繹 /夕
この広報紙は共同募金配分金及び賛助会費を主な財源として作成しております。

(SJ23-1]315よ り抜粋 )

本紙 「ふくしのまち福岡」は、本会ホームペー (httos://fukuoka‐ shakvooor.io
問合せください。       ~

で公開しています。
また、朗読 CDも しております。 にお
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九州大学
芸術工学部
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福岡市社会福祉協議会
マスコットキヤラクター

ここつと

南区

役所 南区社協 (南区| 協議会)
福岡市南区塩原3-25-1 南区役所別館 1階

TEL:092‐ 554‐1039 FAX:092‐ 557‐4068
Eメール:minamiku@fukuoka‐ shakyo.or.jp

南区役所 ○
バス停 `
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夏体み最後のイベントとして令和6年8月 22日
に、「キッズ認知症サポーター養成講座」を実施し、

小学生から高校生までの子どもたちが参加しまし

た。また、地域の民生委員の方も参力Bし、子どもた

ちと一緒に学びました。これは「子どもたちに福祉
を身近に感じてほしい」と校区社協の思いで、初め

て企画されたものです。

講座では、鶴田・老司校区の福祉・介護事業所の

ネットワークである「つるたろう」に協力していただ

き、鶴田校区の高齢者に関するクイズやイラスト

伝言ゲームを行なつたり、相手の記憶に残る話し

方、伝え方について考えたりするなど、子どもたち
も楽しみながら学べる工夫が施されていました。

参力Bした子どもたちからは「今まで矢Bらなかった
ことを知ることができた」「困つている人がいたら、
助けてあげたいと思つた」との声があがり、認知症
について学びを深めることができたようです。

くキッズサポーター
キーホルダーを
ゲット!

今回、養成講座を担当された「つるたろう」
の中山さんは「この講座をきつかけに、思い

やりの心を持ち、声を掛け合い、助け合いの
ある地域になつてほしい」と話しました。
また、校区社協の竹村副会長は「この日体
験したことを受け、まずは帰つて家族に、そ
して学校のお友達と講座の内容を話すこと
で学んだことを一つの種として、どんどん福
祉の種を広げていってほしい」と、地域の中
で子どもたちのリーダーとして活躍すること
を願っています。

養成講座の後はキッズサポーターキーホ

ルダーを授与し、みんなで楽しくカレーをい

ただきました。
たくさん学んでおなかいっぱいになつて、

子どもたちも夏体みの最後に良い思い出が

できました。

>ペアになつて
伝言ゲームに
挑戦中!
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ふくしのまち福岡 2024年 秋号 No.134南区版

‐骰又はた餡筵10フ壽醸癸り,腺勒癬‐‐
フードバントリーとは、経済的にお困りの方や食糧支援が必要な方を対象に、企業・団体
や個人から寄せられた食品を無償で配布する取組みです。また、食品ロスを減らすことに
もつながる取組みです。

弥永西校区青少年育成連合会では、コロナ感染拡大や物価高騰を受け、家庭の状況が大きく変化し

ていることに伴い、「子どもたちのために何ができるか」を検討し、2020年から校区内の子育て世帯を
対象に、フードバントリーを始めました。

毎月1回第4金曜日(変動あり)弥永西公民館にて、申し込みのあつた世帯
に応じて食材を袋詰めし、配布しています。配布のお知らせは公式LINEで発
信し、オンラインで申し込みができるようにしており、毎回約50世帯の利用
があります。

受け取つた家庭からは「物価高騰の中、食べ盛りの子どもたちがいるた

め、特にお米をいただけるのは嬉しい」との声があり、大変喜ばれています。
「やにし わけつこマルシェ」では、これからも子どもたちの健やかな成長と笑
顔を願つて、取組みを継続していきます。

三宅校区を中心にボランティア活動に取り組んでいる当団体。これまでは
生活支援ボランティアをメインに取り組んでいましたが、昨年度から『フード
お助け隊』を立ち上げ、ひとり親世帯を対象としたフードバントリー事業を始
めました。
“本当に困つている子どもたちに、必要な支援を届けたい"との想いから、
関係機関と協力体制を築きつつ活動を広げています。
代表の古野さんは「自分たちの世代で終わることな<、この活動を患の長
いものにしていきたい」と、意気込みを語られました。

▲子どもたちの笑顔のために|

福岡市社協では、緊急時連絡カードを配布し

ています。

カードにはお名前、連絡先、住所のほか、か

かりつけの病院などを記入することができ、外

出先での突然の事故や急病時に役立ちます。
ご希望の方は南区社協事務所までお問合せ<
ださい。
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〈裏〉〈表〉

★緊急時★ 連絡カード

1爾瞳鐘|1顧1動畿嬢鶴織1墓幽轟|

～新たなボランティアのきつかけに～

区内の地域福祉活動の促進を目的とした「南
区市民ふれあい奨励金」の申請団体を募集して
います。
・助成金額…1事業あたり上限20万円
・助成対象…地域福祉にかかる新規事業の初期

費用
。助成団体…メンバーの3分の2以上が区内在住

で、区内での地域福祉活動の振興
に寄与する事業を行なう団体およ
びグループ

・申請メ切…令和6年 12月 27日 (金 )
0申請方法…まずは南区社協事務所

まで電話にてお問合せ
<ださい。

/rこ の広報紙は共同募金配分金及び賛助会費を主な財源として作成しております。
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